
「福岡市中高層建築物等に係る専門家助言制度」に関する協定を締結しました  

 

福岡市，公益社団法人福岡県建築士会及び福岡県弁護士会の三者は，平成 28 年 11 月 29 日に「福岡市 

中高層建築物等に係る専門家助言制度に関する協定書」を締結しました。 

この連携協力により，福岡市は 12 月 1 日から「福岡市中高層建築物等に係る専門家助言制度」を開始 

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 28 年 11 月 29 日の協定書調印の様子 

左から，原田弁護士会会長，光山住宅都市局長，石本建築士会会長 

 

 

 

１ 協定の目的 

福岡市，公益社団法人福岡県建築士会及び福岡県弁護士会が連携協力することにより，中高層建築

物等の建築に伴って生じる周辺の居住環境への影響に関して，近隣住民に対し，建築物の建築に係る

専門的事項について専門家による助言等を行うことにより，近隣住民と建築主等との相互理解を促進

し，もって建築紛争の未然防止又は自主的な解決に資することを目的とするものです。 

 

２ 連携協力の内容 

（１） 近隣住民と建築主等との建築紛争の未然防止及び自主的な解決に資するために連携・協力する 

（２） 近隣住民へ，専門的事項を助言するため，専門家を現地に派遣する 

（３） その他，本協定の目的を達成するために必要と認められる事項 

 

３ 締結日 

  

  平成 28 年 11 月 29 日 

 

 

 

 

 

 

 


